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国保のしおり 
 

 

 

 

 「資格情報のお知らせ」とは 

 

 「資格情報のお知らせ」の有効期限 

 

 

国保のしくみ 

国保に加入する方 

保険証の取扱いが変わりました 

マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」(A4 ｻｲｽﾞ)を交付します 

マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」(カードタイプ)を交付します 

八戸市 市民環境部 国保年金課（令和７年７月発行） 

● 

● 

● 

● 

● 
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 「資格確認書」の有効期限 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 医 療 費 

 

 

 高額療養費 

 

 現物給付（限度額適用（・標準負担額減額）認定証） 

 

 入院時の食事代（標準負担額） 

  

  

  

◆ 70 歳から 74 歳の国保加入のみなさまへ

 ８月から翌年６月までの間に70歳に達する方 

 ８月から翌年７月までの間に75歳に達する方 

 

医療機関等を受診するとき 

医療費が高額になったとき 
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 高額療養費（外来年間合算） 

 

 高額医療・高額介護合算療養費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その他の給付 

 第三者行為による病気やケガ 

 

 一部負担金の支払いの減免・徴収猶予 

こんな場合は保険証が使えません 

病気とみなされないもの 

 
 
 

 
 

ほかの保険が使えるもの 保険給付が制限されるもの 

 

 

 
 
 

 

● 高額療養費  

本人確認書類、領収書、世帯主名義の預金通帳、マイナンバー 

● 限度額適用(・標準負担額減額)認定証  

本人確認書類、マイナンバー 

申請手続に必要なもの  詳しくはこちら 

いろいろな給付等 

 

詳しくは 

こちら 
詳しくは 

こちら 



- 4 - 

 

 

 

次の①～③のいずれか１つを年度内（４月～翌年３月）に１回に限り受診できます。 

①健診センターでの特定健診  ②受託医療機関での特定健診  ③国保人間ドック 

※

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

 

 

 

 

 

 

 

国保に加入するとき・やめるとき 
（14 日以内に届出をお願いします） 

           

特定健診・国保人間ドックのご案内 

 

 

 市ホームページ

はこちら 

特定健診 

国保ドック 

  —ご注意ください— 他保険に加入予定の人へ 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）を活用しましょう 


